
松浪地区まちぢから協議会 市民安全部会 

平成 27 年度 第 3 回幹事会議事録 

平成 27 年 08 月 31 日（月）10：00～12：00 

  松浪自治会館 小会議室 

1．出席者（敬称略） 

(1) 市民安全部会幹事: 前田積、桜井武一、柳生順一、刈間昌仁、栫文夫、平松民平、 

北村嘉秀(議事録作成) 

(2) 神奈川県くらし安全交通課企画グループ:伊藤 寛、三笠裕史 、久保武次 

(3) 茅ケ崎市市民自治推進課: 益田貴正、 

 

2. 資料 

(1) 浜竹通りの下水道工事の工程等について 

  (a) 浜竹・松浪地区における現在の公共下水道工事等の状況と今後の予定について 

 (b) 公共下水道工事のお知らせ 

(2) 平成26年度の資料に基づく各幹事の課題の選出について 

  (a) 平成27年度 松浪地区まちぢから協議会・市民安全部会が取り上げた問題点・犯罪まとめ・ 

幹事員と問題のグループ別 

 (b) 平成27年度 松浪地区まちぢから協議会・市民安全部会が取り上げた問題点・交通まとめ・ 

幹事員と問題のグループ別 

 (3) 平成27年度に行う講話(振り込め詐欺)の実施状況について 

   (a) 平成27年8月28日の行う振り込み詐欺など講話の実施報告 

(4) 松浪地区まちぢから協議会の『まつなみだより』11月号の交通安全関係の投稿について 

   (a) 原稿例『振り込み詐欺に遭わないために』 

(5) 浜竹四丁目と常盤町の境界道路の冠水について 

  (a) 常盤町と浜竹四丁目の境界道路の最近の冠水状況 

(6) 10月28日10時からの交通安全教室について 

  (a) チラシ『松浪地区の皆さまへ/交通安全教室案内』 

(7) その他 

  (a) チラシ『あなたのまちの安全・安心まちづくりをお手伝い』 

3. 議事   

 上記 2(1)～(7)について打合せを行った結果の意見、追加、削除及び修正を以下に示す。 

 

3-1 浜竹・松浪地区における現在の公共下水道工事等の状況と今後の予定について 

① 是非、資料の工程とおりに進めてもらいたい 



② すでに完成した海に近い公共下水道雨水管は使用されている。 
③ 常盤町と浜竹四丁目の境界道路で冠水低減に関係がある雨水管工事(通常 27-6 工事)

は平成 27 年 9 月～平成 28 年 3 月に行う。 
④ 浜竹交差点の雨水管工事は、夜間工事とし、1 ケ月続く。バスはすべての便が通れ

るようにする。 
⑤ 上記④の夜間工事については工事場近隣住民に周知と了解手続きをして欲しい。 

3-2 平成27年度 松浪地区まちぢから協議会・市民安全部会が取り上げた問題点・犯罪まとめ・ 

幹事員と問題のグループ別について 

---主に会議では情報交換、意見等が出された。/それらを参考にして来年度の課題の選定は 

部会長及び副部会長が行い、次回の幹事会で了解を得ることとする。 

 

3-2-1 空き家対策 

① 住民が定期的に点検する。 

② 対策を行う空き家を定義し、リストを作成する必要がある。 

③ 防犯パトロールでも空き家をチェックする。 

④ 松浪中学校で作成する防災マップに空き家も入れる。(浜須賀中学校て防災マップを 

作成しているかどうかを調査する必要がある。) 

 

    3-2-2 振り込め詐欺対策 

①  本件は、市民安全部会だけでなくまちぢから協議会全体として毎年とりあげるのが望まし
い。 

 

3-2-3 学童の見守り 

① ある学習塾では、生徒が塾に来た際及び帰った際にメールを家族に出している。 

② 通勤帰りに父兄の自転車に『????? パトロール』の標識を付けてもらう。 

③ 海老名市で学童の見守りに対して新しい方法を実施しているようである。 

④ 神奈川県の予算で防犯モデル団体には50万円の予算がつき、幟等にはその予算が使える。 

 

 3-3 平成27年度 松浪地区まちぢから協議会・市民安全部会が取り上げた問題点・交通まとめ・ 

幹事員と問題のグループ別について 

---主に会議では情報交換、意見等が出された。/それらを参考にして来年度の課題の選定は 

部会長及び副部会長が行い、次回の幹事会で了解を得ることとする。 

 

    3-3-1 道路標識、路面標示の適正配置 

① 緑が浜小学校に茅ケ崎市学務課、緑が浜小学校、緑が浜PTAの関係者が集まり 

危険個所パトロールについて話し合った。その例として富士見町の野村医院横の道路に 



ついては、いろいろなハード対策処置を行いこれ以上のハード処置は困難な状況である。 

今後、ソフト対策が必要である。 

3-3-2 自転車の乗り方マナーの向上 

① 千葉県市川市では、イエローカードが 4 回になると何らかの罰則が与えられるようであ

る。 

② 自転車の歩道通行禁止標識が欲しい。 

③  緑が浜小学校では行事の参加者にワッペンをプレゼントしている。このワッペンを 

自転車等につけると不思議とマナーが良くなるようである。 

④ 自転車マナー講習会は、他のまちぢから協議会の行事の抱き合わせとして開催できる 

のではないか。その際に自転車屋さんも参加し自転車の無料点検もしてもらう。 

茅ケ崎市内の西浜高校では自転車の無料点検もしている。 

 

3-4 平成 27 年 8 月 28 日の行う振り込み詐欺など講話の実施報告について 
① チラシの掲示場所としてスーパー店も考えられる。 

② レーダーポイントは松浪自治会館にあり使用できる。 

     

3-5 松浪地区まちぢから協議会の『まつなみだより』11 月号の交通安全関係の投稿に 
ついて 

① 原稿を刈間幹事員が作成することになった。作成の期限は 2015-9 末日を目標とする。 

 

   3-6 常盤町と浜竹四丁目の境界道路の最近の冠水状況 
① 本データの年月日以外に冠水している。 

② 冠水が予定される場合、松浪コミセンに駐車をしたい希望者は現在 7 人である。 

③ 通行不能の冠水時には通行止めの看板を茅ケ崎市の役員が設ける。 

 

3-7  10 月 28 日 10 時からの交通安全教室について 

① 当日 9 時から 安全教室の準備を行うため、幹事員が集合することになった。 
  

   3-8 チラシ『あなたのまちの安全・安心まちづくりをお手伝い』 

①  申請期限は 27 年度には 3 回あるが、9 月は困難と思えるので 3 回目の 12 月となる。 

   

 4. その他 

(1)  次回の幹事会の日時を下記のとおりとする。 

    2015 年 10 月 6 日(火)10:00～ 

以上 

  


